
三郷市国際交流協会会  
 
 （名 ）  
第１  の会は、三郷市国際交流協会（ 協会 という ）という  
 （目的）  
第２  協会は、市民が 体とな 国際交流を推進、支援するとともに、 

なる文化 等について理解を 、市民として共 るような  
をつ り、も て三郷市の国際化を推進する とを目的とする  

 （事業）  
第３  協会は、前 の目的を 成する 、次の事業を行う  
  国際交流を目的とする事業の計画及 提 に関する と  
  国際化に関する情報の収集及 提 に関する と  
  国際化に関する意 の 発及 普及に関する と  
  国際交流 への援助及 協 に関する と  
  の 前 の目的 成に 要な事業に関する と  
 （会員）  
第４  第２ の目的に 同するものをも て協会の会員とする  
２ 会員にな うとするものは、入会 により し 、次 に定 る  

会 を 入し 日から会員の を有する  
３ 会長は、会員が次の各号のい かに すると は、退会 る と  

が る  
  退会を し出 と  
  会 を１年 上 入しないと  
  協会の名 を し つけ、 は社会の公 に する行 を  

行 場 、理事会の議決が と  
 （会 ）  
第５  会員は、次の 分に い会 を るものとする  
  人会員 年         ２ ０００  
  ア  学 ・ は、年 １ ０００ とする  

イ  外国人は、加入 進を る 、年 １ ０００ とする  
  会員 年         ３ ０００  
  法人会員 年  につ  １０ ０００  
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  団体会員 年  につ  １０ ０００  
２ 退会による会 の返 は行 ない  
 （役員）  
第６   協会に次の役員を  
  会長   １名  
  副会長  １名  
  理事  ３０名 内  
  会計   １名  
  事   ２名  
 （役員の選出）  
第７   会長及 副会長は、第１３ に 定する理事会において選出する  
２ 理事は、第１５ に 定する正副部会長会議において選出する  
３ 会計及 事は、理事会において選出する  
４ 理事及 事は、 に る とは ない  
 （役員の ）  
第８   役員の は次のとおりとする  
  会長は、協会を代表し、会 を総理する  
  副会長は、会長を補 し、会長に事 が ると は、 の を代理  

する  
  理事は、理事会を 成する  
  会計は、協会の会計事 を 理する  
  事は、協会の 、会計及 業 の 行について し、総会に  
  報告する  
 （役員の任 ）  
第９   役員の任 は２年とする だし、 任を ない  
２ 役員が け 場 における補 の役員の任 は、前任者の 任 と  
 する  
３ 役員は、任 後も後任者が 任するま の は、 の を行う  
 （名 会長及 ）  
第１０  会長は、理事会の を て、協会に名 会長及 を

とが る  
２ 名 会長は、三郷市長をも て てる  
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 （会議）  
第１１  協会の会議は、総会及 理事会とする  
 （総会）  
第１２  総会は、 年１ 開催する だし、会長 は理事会が 要と  
 場 は、 時総会を開催する とが る  
２ 総会は、会長が 集する  
３ 総会は、次の事項を 議する  
  予算及 決算に関する と  
  事業計画及 事業報告に関する と  
  会 の改正に関する と  
  役員の選任に関する と  
  の 会長及 理事会が 要と る 要事項に関する と  
４ 総会の議事は、出 者の をも て決し、 同 のと は議長の  

決すると による  
５ 会員は、 の中の１名に り議決 を有する  
６ 法人会員及 団体会員は、 の代表者に り議決 を有する  
 （理事会）  
第１３  理事会は、会長、副会長及 理事をも て 成し、 要に応 て  

開催する  
２ 理事会は、会長が 集する  
３ 理事会は、次の事項を 議する  
  総会への付議事項に関する と  
  協会運営における 要事項に関する と  
  補 の役員の選任に関する と  
  の 会長が 要と る事項に関する と  
 （ 部会）  
第１４  協会の事業を に推進する 、次の 部会を設 する  
  総 部会  
  国際化推進部会  
  交流部会  
２ 部会に関する事項は、会長が に定 る  
 （正副部会長会議）  
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第１５  協会の運営について 議する 、正副部会長会議を設 する  
２ 正副部会長会議は、会長及 副会長 に前 に る 部会の部会

長及 副部会長をも て 成する  
３ 正副部会長会議は、 要に応 て会長が 集する  

（ ）  
第１６  協会の は、会 、補助 、 及 の の収入をも て  

てる  
 （会計年度）  
第１７  協会の会計年度は、 年４月１日から 年３月３１日ま とする  
 （事 ）  
第１８  協会の事 を 理する 、三郷市市民 部市民 支援 内

に事 を  
 （ の ）  
第１９  の会 に定 るものの か、 要な事項は、理事会の を  
 て会長が に定 る  
     
 （施行 日）  
１ の会 は、平成１４年６月３０日から施行する  
 （役員の任 の ）  
２ 協会の設 の役員の任 は、第９ 第１項の にかか ら 、  
 平成１６年３月３１日ま とする  
 （会計年度の ）  
３ 協会の設 年度の会計年度は、第１６ の にかか ら 、設 の日  

から平成１５年３月３１日ま とする  
    
（施行 日）  

の会 は、平成１６年４月１８日から施行する  
    
（施行 日）  

の会 は、平成１８年４月２２日から施行する  
     
 （施行 日）  
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  の会 は、平成１９年５月２７日から施行する  
  

（施行 日）  
  の会 は、平成２０年５月２５日から施行する  

  
（施行 日）  

  の会 は、平成２５年５月１９日から施行する  
    
 （施行 日）  
  の会 は、平成２６年５月１８日から施行する  
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